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高石市教育委員会定例会会議録

（令和８年１月定例会）

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第１号 高石市文化財保護審議会委員の委嘱について

開 会 令和８年１月１４日 午後３時００分

閉 会 令和８年１月１４日 午後３時３０分

委 員 教 育 長 ： 山 本 圭 作

委 員 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

委 員 ： 西 村 朋 恵

事務局職員 参与併教育部理事 ： 山 本 富 之

教 育 部 長 ： 石 坂 秀 樹

教 育 部 次 長 兼

社 会 教 育 課 長 ： 沼 守 政 光

教 育 部 次 長 ： 石 栗 雅 彦

教育部こども未来室長 ： 家 村 美 雪

教 育 総 務 課 長 ： 吉 村 智 博

学 校 教 育 課 長 ： 菅 原 庸 晴

教育総務課長代理 ： 水 谷 亘

社会教育課参事兼

課 長 代 理 ： 舩 冨 学

学校教育課参事兼

教育研究センター所長 ： 黒 井 将 典

学校教育課長代理 ： 山 川 喜 三

こ ど も 家 庭 課 長 ： 乾 直 史

子 育 て 支 援 課 長 ： 米 山 秀 公

次長兼

社会教育課長

議案第１号「高石市文化財保護審議会委員の委嘱について」説明し

ます。

本議案は、市内の文化財の保護、活用を進めるにあたり地方自治法

第 138 条の４第３号及び高石市文化財保護条例第 40 条の規定に基づ

き、高石市文化財保護審議会委員を２ページの候補者名簿のとおり委

嘱するものです。

なお、委員候補者については、文化財に関して高い識見と専門性を

有し、文化財の保存、活用に精通している方を選任しています。

また、委嘱日は、令和８年２月１日、任期については、令和８年２

月１日から令和 10 年１月 31 日までの２年となっています。

西村陽子委員 審議会設置に至った経緯とどのようなことを審議するのかを説明し
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・報告第１号 高石市食物アレルギー対応委員会設置要綱の策定及び食物アレ

ルギー対応委員の委嘱について

て下さい。

次長兼

社会教育課長

審議会設置に至った経緯については、令和７年４月１日に高石市文

化財保護条例が施行されており、その条例の中で審議会を置くことと

しています。

また、審議する内容は、文化財保護法及び大阪府文化財保護条例の

規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内にあるもの

を市指定の文化財として指定することを審議していただきます。

吉村文一委員 審議の対象となるものに関しては、有形、無形問いませんか。

次長兼社会教育

課長

有形、無形問いませんが、現在、高石市においては、無形の文化財

は、存在しません。

西村陽子委員 具体的にどんなものが対象となりますか。

次長兼

社会教育課長

まずは、市で所有している大園古墳から発掘された人物埴輪や浜寺

公園内にあるロシア兵俘虜収容所の看板等、歴史的価値のあるものか

ら指定のお願いをしていきたいと考えています。

採決 可決

教育総務課長 報告第１号「高石市食物アレルギー対応委員会設置要綱の策定及び

食物アレルギー対応委員の委嘱について」報告します。

まず、「高石市食物アレルギー対応委員会設置要綱の策定」につい

て、説明します。

学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資することを踏まえ、高

石市立小中学校の学校給食の食物アレルギー対応の基本方針、アレル

ギーの対応諸規定、その他学校給食の食物アレルギーの対応について

検討するため、専門的知見を有する医師、学校長、養護教諭、栄養教

諭、教育委員会事務局職員を委員として、アレルギー対応委員会を設

置するため、要綱を策定したものです。

今後、開催します高石市食物アレルギー対応委員会において、本市

のアレルギー対応の基本方針等について、委員の皆様方の意見、アド

バイスを受けた後に市教育委員会において、食物アレルギー対応ガイ

ドラインを策定し、アレルギー対応の基本方針等を決定するもので

す。

次に、「食物アレルギー対応委員の委嘱について」説明します。

高石市食物アレルギー対応委員会の委員は、高石市食物アレルギー

対応委員会設置要綱第３条の規定に基づき、５ページの名簿の学校

医、学校長、養護教諭、栄養教諭、教育委員会事務局職員を委員に委

嘱するものです。

なお、任期については、令和８年１月８日から令和８年３月31日ま

でとなっています。

吉村文一委員 食物アレルギー対応の基本方針は、いつ頃できますか。

また、実際にそれを運用しだすのはいつ頃ですか。

教育総務課長 食物アレルギー対応のガイドラインは、令和８年４月の完成に向け

進めていきます。

そのガイドラインに基づく対応については、出来る限り早期に実施

していきたいと考えています。

山本教育長 報告があったものとして処理します。
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・報告第２号 令和８年度全国学力・学習状況調査への参加について

・報告第３号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第４号 教育委員会関係諸行事等の報告について

学校教育課長 報告第２号「令和８年度全国学力・学習状況調査への参加につい

て」報告します。

本報告は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析するこ

とにより、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること等を

目的とし、本市が令和８年４月23日木曜日に実施される本調査に参加

の意向で回答したことを報告するものです。

別添資料のとおり令和７年12月５日付の「令和８年度全国学力・学

習状況調査の実施について」という通知が文部科学省より各都道府県

に発出され、令和７年12月９日付けで大阪府から本市に参加意向調査

が令和７年12月17日を期限として送付されました。その調査に対し、

教育長が臨時代理を行い、令和７年12月16日に全校参加で回答しまし

た。

内容については、資料２ページに記載のとおり、小学校は、国語、

算数、中学校は、国語、数学、英語の実施となります。

なお、中学校の英語の調査と質問紙調査については、児童生徒が活

用するＩＣＴ端末を用いたオンライン方式ＣＢＴ方式により、実施さ

れます。

以上、令和８年４月23日に実施予定の全国学力・学習状況調査に参

加することで回答したことを報告します。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

教育総務課長 本報告は、高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の

規定に基づき処理したものについて、同条第２項の規定により、８ペ

ージから 10 ページ記載の学校教育課２件、社会教育課 19 件、合計 21

件の報告をするものです。

山本教育長 報告があったものとして処理します。

各所属長 令和７年 12 月 10 日から令和８年１月 13 日までの当委員会関係諸

行事について説明。

山本教育長 報告があったものとして処理します。


